
!３ 所得者別青色申告者

階 級 区 分 営 業 所 得 者 農 業 所 得 者 その他事業所得者 その他所得者 計

７０万円以下

１００ 〃

１５０ 〃

２００ 〃

２５０ 〃

３００ 〃

４００ 〃

５００ 〃

６００ 〃

７００ 〃

８００ 〃

１，０００ 〃

１，２００ 〃

１，５００ 〃

２，０００ 〃

３，０００ 〃

５，０００ 〃

５，０００万 円 超

合 計

人 人 人 人 人

２，５６０ ３４ ３００ ４９４ ３，３８８

５，５４６ １６８ ４２７ １，１９１ ７，３３２

１４，６１４ ６９６ ８６６ ４，５６６ ２０，７４２

１７，５８４ １，０６６ １，０１９ ６，４６３ ２６，１３２

１８，２９０ １，３３０ １，２２４ ７，９２３ ２８，７６７

１６，５５０ １，３６５ １，１７９ ８，１００ ２７，１９４

２５，２２０ ２，４９８ ２，２７６ １５，１３５ ４５，１２９

１４，９９０ １，７０８ １，６５４ １３，０７６ ３１，４２８

８，１６７ １，０８０ １，１１６ １０，８０１ ２１，１６４

４，５６２ ５７８ ７５２ ８，８２９ １４，７２１

２，５５６ ２９３ ５３０ ７，０５５ １０，４３４

２，６２５ ３１６ ７１２ １０，３０３ １３，９５６

１，０６９ １２０ ５４２ ６，４５９ ８，１９０

６７０ ５９ ７８５ ５，９０５ ７，４１９

４１８ ２１ １，３００ ５，４２１ ７，１６０

２２３ １２ １，４２０ ４，４３３ ６，０８８

９４ ４ １，１９４ ２，７５６ ４，０４８

５１ ２ ６３０ １，４９８ ２，１８１

※ １３５，７８９ ※ １１，３５０ ※ １７，９２６ ※ １２０，４０８ ※ ２８５，４７３

調査対象等：平成１２年分の申告所得税の納税者のうち、青色申告者について平成１３年３月３１日現在の合計所得により階級区分して、それぞれの分布
状況を示した。

用語の説明：青色申告とは、納税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいて正確な申告と完全な納税をすることを目的として設られ
ている制度である。このため、一般の申告と区分するため青色の用紙で申告することになっているので、青色申告といわれている。青
色申告が認められているのは事業所得、不動産所得及び山林所得であり、青色申告をした者には税務計算上種々の特典がある。

!４ 所得者別青色申告者の累年比較

年 分

営 業 所 得 者 農 業 所 得 者 その他事業所得者 そ の 他 所 得 者 計

人 員
左のう
ち青色
申告者

青色
申告
者の
割合

人 員
左のう
ち青色
申告者

青色
申告
者の
割合

人 員
左のう
ち青色
申告者

青色
申告
者の
割合

人 員
左のう
ち青色
申告者

青色
申告
者の
割合

人 員
左のう
ち青色
申告者

青色
申告
者の
割合

平成８年分

９

１０

１１

１２

人

３０４，７７９

２９６，７１１

１８０，７４６

２４３，９１１

２４１，１３４

人

１７４，８３７

１７０，２０８

１０５，６３４

１３６，６４１

１３５，７８９

％

５７．４

５７．４

５８．４

５６．０

５６．３

人

３４，５７４

２９，８８７

２２，９６０

２７，９０１

２３，２０２

人

１３，２５４

１３，０９６

１０，９７３

１２，５９７

１１，３５０

％

３８．３

４３．８

４７．８

４５．１

４８．９

人

５７，４２３

５８，００９

３８，５５０

４９，２２６

４７，７１３

人

１８，６３７

１９，２４５

１５，１３６

１７，４６０

１７，９２６

％

３２．５

３３．２

３９．３

３５．５

３７．６

人

７４９，８１７

７５２，４９０

６０４，９３３

７０３，００５

６９８，０３１

人

１１５，７０２

１１８，４５２

１０６，０５０

１１５，８５２

１２０，４０８

％

１５．４

１５．７

１７．５

１６．５

１７．２

人

１，１４６，５９３

１，１３７，０９７

８４７，１８９

１，０２４，０４３

１，０１０，０８０

人

３２２，４３０

３２１，００１

２３７，７９３

２８２，５５０

２８５，４７３

％

２８．１

２８．２

２８．１

２７．６

２８．３

（注）「２－１課税状況 !１本年分の課税状況」の人員により青色申告者の割合を算出した。

２ 申告所得税

３９




